
亀山市規則第４０号  

 亀山市地域まちづくり協議会条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。  

平成２８年６月９日  

                亀山市長  櫻  井  義  之  

 

亀山市地域まちづくり協議会条例施行規則の一部を改正する

規則  

 

 亀山市地域まちづくり協議会条例施行規則（平成２８年亀山市規

則第７号）の一部を次のように改正する。  

 別表を次のように改める。  

名称  区域  
城東地区まちづく
り協議会  

東町、江ヶ室町、中屋敷町、東丸町、本丸町、
東町一丁目、東町二丁目、江ヶ室一丁目及び
江ヶ室二丁目  

城西地区まちづく
り協議会  

西丸町、市ヶ坂町、若山町、西町及び南崎町

御幸地区まちづく
り協議会  

東御幸町及び御幸町  

野村地区まちづく
り協議会  

野村町、北野町、南野町、野村一丁目、野村
二丁目、野村三丁目及び野村四丁目  

城北地区まちづく
り協議会  

亀田町、羽若町、住山町及びアイリス町  

北東地区まちづく
り協議会  

北町、北山町、東台町、渋倉町及び椿世町  

本町地区まちづく
り協議会  

本町、高塚町、上野町、本町一丁目、本町二
丁目、本町三丁目及び本町四丁目  

東部地区まちづく
り協議会  

阿野田町、菅内町、北鹿島町及び南鹿島町  

天神・和賀地区ま
ちづくり協議会  

海本町、天神町、和賀町、天神一丁目、天神
二丁目、天神三丁目及び天神四丁目  

南部地区まちづく
り協議会  

安知本町、田茂町及び楠平尾町  

昼生地区まちづく 三寺町、中庄町及び下庄町  



り協議会   
井田川北まちづく
り協議会  

みどり町、みずほ台及びみずきが丘並びに川
合町の一部  

井田川地区南まち
づくり協議会  

小下町、栄町、井尻町、和田町及び井田川町
並びに川合町の一部  

川崎地区まちづく
り協議会  

田村町、長明寺町、太森町、川崎町及び能褒
野町  

野登地区まちづく
り協議会  

安坂山町、両尾町及び辺法寺町  

白川地区まちづく
り協議会  

白木町及び小川町  

神辺地区ふれあい
まちづくり協議会

布気町、太岡寺町、小野町、木下町及び山下
町  

関宿まちづくり協
議会  

関町新所、関町中町、関町泉ヶ丘、関町富士
ハイツ及び関町小野並びに関町木崎の一部  

関北部地区まちづ
くり協議会  

関町会下、関町鷲山及び関町白木一色並びに
関町木崎の一部  

関南部地区まちづ
くり協議会  

関ケ丘、関町古厩、関町萩原、関町福徳、関
町久我、関町金場及び関町越川  

坂下地区まちづく
り協議会  

関町市瀬、関町沓掛及び関町坂下  

加太地区まちづく
り協議会  

加太市場、加太向井、加太梶ケ坂、加太神武、
加太板屋、加太北在家及び加太中在家  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  


